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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第10期

第２四半期連結
累計期間

第11期
第２四半期連結
累計期間

第10期
第２四半期連結
会計期間

第11期
第２四半期連結
会計期間

第10期

会計期間

自平成22年
１月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
１月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
４月１日
至平成22年
６月30日

自平成23年
４月１日
至平成23年
６月30日

自平成22年
１月１日
至平成22年
12月31日

売上高（千円） 3,089,8853,114,2491,483,2221,701,9216,072,468

経常利益（千円） 361,506281,332　 72,141 198,489 426,642

四半期（当期）純利益又は四半期

純損失（△）（千円）
24,246 135,958△135,228 121,935 40,820

純資産額（千円） － － 8,725,9006,513,2148,764,887

総資産額（千円） － － 10,134,5777,982,02510,163,707

１株当たり純資産額（円） － － 89,703.9594,455.4883,902.89

１株当たり四半期（当期）純利益

又は四半期純損失金額（△）(円)
250.82 1,598.20△1,398.851,656.80 422.27

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
250.25 1,594.40 － 1,652.44 421.34

自己資本比率（％） － － 79.7 73.0 79.8

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
136,336 842,179 － － △48,098

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△837,583△428,474 － － △2,369,074

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
403,290△2,536,617 － － 345,215

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 5,220,1501,367,3763,427,381

従業員数（人） － － 209 238 241

　（注）１．当社グループは四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

　　　　２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．第10期第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。　　
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

　また、主要な関係会社における異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、その他の関係会社であったネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションは、親会

社に該当することとなりました。

　

名称 住所
資本金

（百万ウォン）
　主要な事業の内容

　議決権の被所

有割合（％）
関係内容

　（親会社）

ネオウィズ・ゲームズ・

コーポレーション

（注１）

韓国

京畿道城南市

　10,957

　（注２）

オンラインゲームの開発、

運営及びポータルサービス
64.8

オンラインゲームの

ライセンス契約を締

結しております。

役員の兼任　１名

（注１）ネオウィズ・ゲームズ・コーポ―レーションは、韓国KOSDAQへ株式を公開しております。

（注２）平成23年６月30日現在の資本金額となります。

（注３）その他の関係会社であった株式会社ゲームホールディングス（以下「ゲームホールディングス」）は、当社

が平成23年３月９日から平成23年４月７日までを買付け等の期間として実施した自己株式の公開買付けにより、ゲー

ムホールディングスが所有する当社普通株式22,322株を含む35,000株の買付けを行ったため、その他の関係会社に該

当しないこととなりました。

 

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年６月30日現在

従業員数（人） 238　

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含みます。）は除いております。 

(2）提出会社の状況

 平成23年６月30日現在

従業員数（人） 208 

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員を含みます。）は除いております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

該当事項はありません。

(2) 受注状況

該当事項はありません。

(3) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別
当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

前年同四半期（％）

オンラインゲーム事業（千円） 1,701,921 14.7

合計（千円） 1,701,921 14.7

　（注１) 前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

売実績に対する割合は、次のとおりであります。なお、下記の２社は、オンラインゲームサービスの代金決済業

務の委託先であり、各社に対する販売実績は、当社が提供するオンラインゲームの利用者（ユーザー）に対す

る利用料等の総額であります。

相手先

前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

株式会社ウェブマネー 689,361 46.5 408,605 24.0

SBIベリトランス株式会社 269,298 18.2 － －

ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社 87,998 5.9 175,676 10.3

　（注２) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２【事業等のリスク】

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「第２ 事業の状況　４事業等のリスク 　５．大株主との関係　(1)ネオ

ウィズ・ゲームズ・コーポレーション並びに株式会社ゲームホールディングスの影響について」において以下のと

おり変更が生じております。なお、文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判

断したものであります。

５．親会社との関係

　（1）ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーションの影響について

ネオウィズ・ゲームズ・コーポレーション（以下、「ネオウィズ・ゲームズ」）は、オンラインゲームのポー

タルサービスを主力事業として行っており、オンラインゲームポータルの「Pmang」を通じて、カード類ゲー

ム、カジュアルゲーム、その他オンラインゲーム等を提供する一方で、海外へも積極的に事業展開を図るなどオ

ンラインゲーム先進国である韓国において確固たる地位を確立しております。

当第２四半期連結会計期間末現在、ネオウィズ・ゲームズは、当社の議決権の64.8％を持つ筆頭株主であり、親

会社に該当します。当社は自ら経営責任を負い、独立して経営を行っておりますが、親会社が議決権を行使する

場合、当社株主総会決議において相当の影響力を行使することが可能です。

また、当社は、今後の事業展開において、親会社の持つリソースを活用することを予定しており、親会社の将来

の方針によっては、当社グループの今後の事業展開及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　

（注１） 前事業年度の有価証券報告書からの変更箇所を＿線で示しております。

（注２） 当第２四半期連結会計期間において、株式会社ゲームホールディングスは主要株主に該当しないものとな

　　　　 りましたため、同社に関する記載を削除しております。
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３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、解約した重要な契約は次のとおりです。

契約会社名 相手方の名称 国名 事業譲受内容 契約締結日 契約解約日

GameOn Studio

Co., Ltd.

（当社連結子会社）

株式会社

Synopexgreentech
韓国

オンラインゲーム「天上碑」事業

に係る有形無形の営業資産及び契

約関係を含む一切の権利及び地位

平成23年２月24日平成23年５月11日

　

（注） 当該契約は解約となりましたが、当社グループは、オンラインゲーム「天上碑」事業の譲受について、当四半

期報告書提出日現在も、株式会社Synopexgreentechとの協議を、双方合意の上継続しております。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

　当第２四半期連結会計期間における我が国の経済は、東日本大震災直後に大きく落ち込んだ生産活動なども供給面

の制約が和らぎ、国内民間需要についても持ち直しの傾向にあります。しかしながら、依然雇用や所得環境が厳しい状

況にあり、先行きに対する懸念が払拭できない状況が続いております。

　当社グループが事業を展開しておりますオンラインゲーム市場においては、前連結会計年度に引き続き、ソーシャル

ゲームなどの新しいサービスが躍進し、オンラインゲーム市場全体の市場規模は順調に増加しております。多彩なプ

ラットフォームにおいてゲームサービスが提供されることにより、当該サービスを提供する事業会社間の競争はこれ

まで以上に激化しておりますが、一方でインターネットを通じてゲームを楽しむ人口は増加しており、オンライン

ゲームユーザーの裾野は確実に拡大しているものと思われます。

 　こうした状況の下、当社グループは、当第２四半期連結会計期間において、「レッドストーン」「Soul of the

Ultimate Nation」「天上碑」「ミュー～奇蹟の大地～」「シルクロードオンライン」「RF ONLINE Z」「PRIUS

ONLINE」「眠らない大陸クロノス」「ALLODS ONLINE」「くろネコONLINE」のMMORPG（注１）10タイトル、FPS（注

２）「Alliance of Valiant Arms」、オンラインスポーツゲーム「EA SPORTS™ FIFA Online ２」の、計12タイトル

における正式有料サービスを提供してまいりました。

　当第２四半期連結会計期間におきましては、主力タイトルである「レッドストーン」がおおむね堅調に推移する中、

「Alliance of Valiant Arms」が前連結会計年度に引き続き好調を維持しており、平成23年３月より正式有料サービ

スを開始しました「くろネコONLINE」も売上に貢献いたしました。

　上記の結果、当第２四半期連結会計期間における売上高は1,701百万円（前年同期比14.7％増）、営業利益は198百万

円（前年同期比72.1％増）、経常利益は198百万円（前年同期比175.1％増）、四半期純利益は121百万円（前年同四半

期純損失135百万円）となりました。

　なお、当社は当第２四半期連結会計期間におきまして、既存タイトルのアップデート等による事業基盤の強化に加え

て、当社でサービスしているオンラインゲームタイトルを携帯電話向けに新規開発し、モバイルゲームとしてサービ

スを順次提供してまいりました。当社グループは、こうした既存ライセンスの活用やオンラインゲーム周辺領域へも

積極的に取り組み、主力事業でありますオンラインゲーム運営事業をよりいっそう強化してまいります。

（注１）「MMORPG」とは、「Massively Multi Player Online Role Playing Game」（多人数同時参加型オンライン

ロールプレイングゲーム）の略称です。

（注２）「FPS」とは、「First Person Shooting Game」（一人称視点シューティングゲーム）の略称です。
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(2) 財政状態の分析

　①財政状態

　前連結会計年度末から当第２四半期連結会計期間末までの財政状態の主な変動としましては、流動資産が7,748百万

円から3,174百万円へ減少したほか、固定資産が2,415百万円から4,807百万円へ増加したこと、株主資本が8,161百万

円から5,847百万円へ減少したことが挙げられます。増減の主な要因といたしましては、流動資産につきましては、有

形固定資産、自己株式の取得等による現金及び預金の減少によるもの、固定資産につきましては、長期貸付金の実施、

コンテンツファンド１号による投資有価証券の取得や、新規タイトルの獲得に伴う無形固定資産の増加によるもの、

株主資本につきましては、自己株式の取得に資金を投じたことに伴う減少によるものです。

　②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第１四半期連結会計期間末

に比べて101百万円増加し1,367百万円となりました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状

況と、それらの要因は次のとおりです。

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、営業活動により増加した資金は659百万円（前年同四半期は272百万円の増

加）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が192百万円増加したのに加え、減価償却費97百万円を利

益調整したほか、法人税等の還付が233百万円であったことによるものです。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、投資活動により増加した資金は1,946百万円（前年同四半期は1,215百万円の

減少）となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2,441百万円によるものです。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結会計期間において、財務活動により減少した資金は2,494百万円（前年同四半期は48百万円の減

少）となりました。これは主に、自己株式の取得による支出2,473百万円によるものです。

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重

要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 284,800

計 284,800

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）

（平成23年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 99,600 99,600
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制

度は採用してお

りません。

計 99,600 99,600 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法及び会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりです。

①旧商法に基づき平成14年４月30日開催の臨時株主総会決議及び平成14年４月30日開催の取締役会決議を経て、

平成14年５月１日に発行した第１回新株予約権

 
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 80

新株予約権の行使時の払込金額（円） 6,085

新株予約権の行使期間
自：平成16年５月１日

至：平成24年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 6,085

資本組入額　 3,043

新株予約権の行使の条件

権利付与日等、権利行使の条件は株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約

書に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができな

いものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注１）退職等の理由により権利を喪失した者及び権利行使した者について、新株予約権の数及び新株予約権の目的と

なる株式の数を、それぞれ減じております。

　（注２）新株予約権の目的となる株式の数の調整について

　新株予約権を発行する日以降、当社が当社普通株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式

により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するも

のとする。

　（注３）新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の調整について

　発行日以降、次の（a）又は（b）の事由が生ずる場合、払込価額は、それぞれ次に定める算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。

（a）当社普通株式の分割又は併合が行われる場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

（b）時価を下回る価額で当社普通株式につき新株を発行または自己株式を処分する場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

　（注４）平成19年11月８日開催の取締役会決議により、平成19年11月26日付で第三者割当による新株式発行を行ってお

ります。これにより新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額が調整されております。
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②旧商法に基づき平成15年10月３日開催の臨時株主総会決議及び平成16年８月18日開催の取締役会決議を経て、

平成16年８月19日に発行した第４回新株予約権

 
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 12

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 96

新株予約権の行使時の払込金額（円） 12,169

新株予約権の行使期間
自：平成17年10月４日

至：平成24年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 12,169

資本組入額　　6,085

新株予約権の行使の条件

権利付与日等、権利行使の条件は株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約

書に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができな

いものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注１）退職等の理由により権利を喪失した者及び権利行使した者について、新株予約権の数及び新株予約権の目的と

なる株式の数を、それぞれ減じております。

　（注２）新株予約権の目的となる株式の数の調整について

　新株予約権を発行する日以降、当社が当社普通株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式

により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するも

のとする。

　（注３）新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の調整について

　発行日以降、次の（a）又は（b）の事由が生ずる場合、払込価額は、それぞれ次に定める算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。

（a）当社普通株式の分割又は併合が行われる場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

（b）時価を下回る価額で当社普通株式につき新株を発行又は自己株式を処分する場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

（注４）平成19年11月８日開催の取締役会決議により、平成19年11月26日付で第三者割当による新株式発行を行ってお

ります。これにより新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額が調整されております。
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③旧商法に基づき平成17年７月15日開催の臨時株主総会決議及び平成17年７月15日開催の取締役会決議を経て、

平成17年７月16日に発行した第５回新株予約権

 
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 5

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 40

新株予約権の行使時の払込金額（円） 24,337

新株予約権の行使期間
自：平成19年７月16日

至：平成27年７月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 24,337

資本組入額　 12,169

新株予約権の行使の条件

権利付与日等、権利行使の条件は株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約

書に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができな

いものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注１）退職等の理由により権利を喪失した者及び権利行使した者について、新株予約権の数及び新株予約権の目的と

なる株式の数を、それぞれ減じております。

　（注２）新株予約権の目的となる株式の数の調整について

　新株予約権を発行する日以降、当社が当社普通株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式

により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するも

のとする。

　（注３）新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の調整について

　発行日以降、次の（a）又は（b）の事由が生ずる場合、払込価額は、それぞれ次に定める算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。

（a）当社普通株式の分割又は併合が行われる場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

（b）時価を下回る価額で当社普通株式につき新株を発行又は自己株式を処分する場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

（注４）平成19年11月８日開催の取締役会決議により、平成19年11月26日付で第三者割当による新株式発行を行ってお

ります。これにより新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額が調整されております。
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④旧商法に基づき平成17年７月15日開催の臨時株主総会決議及び平成17年12月21日開催の取締役会決議を経て、

平成17年12月22日に発行した第７回新株予約権

 
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 3

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 24

新株予約権の行使時の払込金額（円） 24,337

新株予約権の行使期間
自：平成19年12月22日

至：平成27年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 24,337

資本組入額　 12,169

新株予約権の行使の条件

権利付与日等、権利行使の条件は株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約

書に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができな

いものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注１）退職等の理由により権利を喪失した者及び権利行使した者について、新株予約権の数及び新株予約権の目的と

なる株式の数を、それぞれ減じております。

　（注２）新株予約権の目的となる株式の数の調整について

　新株予約権を発行する日以降、当社が当社普通株式分割又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式

により調整し、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　また、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由

が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整するも

のとする。

　（注３）新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の調整について

　発行日以降、次の（a）又は（b）の事由が生ずる場合、払込価額は、それぞれ次に定める算式により調整され

るものとし、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げる。

（a）当社普通株式の分割又は併合が行われる場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
１

分割・併合の比率

（b）時価を下回る価額で当社普通株式につき新株を発行又は自己株式を処分する場合。

調整後払込価額 ＝ 調整前払込価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

（注４）平成19年11月８日開催の取締役会決議により、平成19年11月26日付で第三者割当による新株式発行を行ってお

ります。これにより新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額が調整されております。
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⑤会社法に基づき平成20年３月28日開催の定時株主総会決議及び平成20年３月28日開催の取締役会決議を経て、

平成20年４月４日に発行した第８回新株予約権

 
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 205

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 205

新株予約権の行使時の払込金額（円） 119,669

新株予約権の行使期間
自：平成22年４月１日

至：平成25年３月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 119,669

資本組入額　  59,835

新株予約権の行使の条件

権利付与日等、権利行使の条件は株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約

書に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができな

いものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４）

　（注１）退職等の理由により権利を喪失した者について、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を、それ

ぞれ減じております。

　（注２）新株予約権の目的となる株式の数の調整について

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普

通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式

数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式

数を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

　（注３）新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の調整について

（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

①株式分割又は株式併合を行う場合。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
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②時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、「調整後行使価額を適用する日」（以下、「適用日」という。）に

先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。なお、「平均値」は、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の

１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において自己株式として保有してい

る当社普通株式の総数を控除した数とする。

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。

（２）上記①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の

普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条

件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

（注４）組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割

がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力

を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予

約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交

付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設

合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
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（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注２)に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次で定める新株予約権の行使時の払込金

額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記（３）に従って決定される

当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次に準じて決定する。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（８）新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当

社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で

新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定

めを設ける定款の変更承認の議案

（９）その他の新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
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⑥会社法に基づき平成20年３月28日開催の定時株主総会決議及び平成20年11月20日開催の取締役会決議を経て、

平成20年12月１日に発行した第９回新株予約権

 
第２四半期会計期間末現在
（平成23年６月30日）

新株予約権の数（個） 555

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 555

新株予約権の行使時の払込金額（円） 152,000

新株予約権の行使期間
自：平成22年12月１日

至：平成25年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発

行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　 152,000

資本組入額　  76,000

新株予約権の行使の条件

権利付与日等、権利行使の条件は株主総会決議及び取締役

会決議に基づき、当社と付与対象者との間で締結する契約

書に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れその他一切の処分をすることができな

いものとする。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注４）

　（注１）退職等の理由により権利を喪失した者について、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数を、それ

ぞれ減じております。

　（注２）新株予約権の目的となる株式の数の調整について

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普

通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、付与株式

数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整をすることが適切な場合は、当社は、合理的な範囲で付与株式

数を調整することができる。

なお、上記の調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

　（注３）新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額の調整について

（１）割当日後、当社が当社普通株式につき、次の①又は②を行う場合には、行使価額をそれぞれ次に定める算式

（以下、「行使価額調整式」という。）により調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げ

る。

①株式分割又は株式併合を行う場合。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率
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②時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
既発行株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

時　価

既発行株式数＋新規発行株式数

ⅰ 行使価額調整式に使用する「時価」は、「調整後行使価額を適用する日」（以下、「適用日」という。）に

先立つ45取引日目に始まる30取引日における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値（終値のない日を除く。）とする。なお、「平均値」は、円位未満

小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

ⅱ 行使価額調整式に使用する「既発行株式数」は、基準日がある場合はその日、その他の場合は適用日の

１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式総数から当社が当該日において自己株式として保有してい

る当社普通株式の総数を控除した数とする。

ⅲ 自己株式の処分を行う場合には、行使価額調整式に使用する「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」に読み替えるものとする。

（２）上記①及び②に定める場合の他、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て又は他の会社の株式の

普通株主への配当を行う場合等、行使価額の調整をすることが適切な場合は、かかる割当て又は配当等の条

件等を勘案の上、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。

（注４）組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につ

き吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割

がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力

を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予

約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236

条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交

付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設

合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
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（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注２)に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次で定める新株予約権の行使時の払込金

額を組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記（３）に従って決定される

当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいず

れか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

次に準じて決定する。

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項

に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、これ

を切り上げるものとする。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等

増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（８）新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当

社取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で

新株予約権を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること

若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定

めを設ける定款の変更承認の議案

（９）その他の新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　該当事項はありません。
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（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日

（注）　

8 99,600 97 2,625,12097 2,425,120

　（注）新株予約権の行使による増加であります。

（６）【大株主の状況】

　 　 平成23年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

ネオウィズ・ゲームズ・コーポレー

ション

（常任代理人　大和証券キャピタル

マーケッツ株式会社）

（常任代理人　リーディング証券株

式会社）　

韓国京畿道城南市盆唐区九美洞192-2

NEOWIZ Tower

（東京都千代田区丸の内一丁目９番１号）

　

（東京都中央区新川一丁目８番８号）

　

　39,999 40.15

シービーホンコンコリア

セキュリティーズデポジトリー

ダイシン

（常任代理人　シティバンク銀行株

式会社）

34-6 YOIDO-DONG, YOUNG DEUNG PO-GU,

SEOUL 150-884 KOREA

　

（東京都品川区東品川二丁目３番14号）

2,609 2.61

ブロードメディア株式会社 東京都港区赤坂八丁目４番14号 1,187 1.19

ザバンクオブニューヨーク－ジャス

ディックトリーティーアカウント

（常任代理人　株式会社みずほコー

ポレート銀行）

AVENUE DES ARTS 35 KUNSTLAAN, 1040

BRUSSELS, BELGIUM

（東京都中央区月島四丁目16番13号）
　398 0.39

李　相燁 東京都新宿区 265 0.26

鄭　起泳 東京都港区 　261 0.26

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 258 0.25

萩原　和之 東京都東村山市 196 0.19

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 195 0.19

井村　健 東京都世田谷区 194 0.19

計 － 45,562 45.74

　（注１）「発行済株式総数に対する所有株式数の割合」は、小数点以下第３位を切り捨てております。　

　（注２）上記のほか、自己株式が37,921株あります。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）　

普通株式　37,921
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　61,679 61,679 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 99,600 － －

総株主の議決権 － 61,679 －

　

②【自己株式等】

 平成23年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ゲームオン
東京都渋谷区恵比寿

一丁目19番19号
37,921 － 37,921 38.07

計 － 37,921 － 37,921 38.07
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

最高（円） 93,600 79,700 86,000 68,600 70,800 65,300

最低（円） 58,700 73,800 50,400 60,000 60,500 62,200

　（注）最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものです。

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

(1)　新任役員

役名 職名 氏名　 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(千株)

就任
年月日

取締役 　 文　智秀 昭和48年２月28日生

平成12年11月　Neowiz Corporation 入社

平成19年３月　Neowiz INS 代表取締役社長就任 

平成20年３月　ネオウィズ・ゲームズ・コーポ

　　　　　　　レーション取締役就任 経営支援室長

平成21年３月　同社経営支援本部長 

平成22年３月　同社グローバル事業本部長 

平成23年１月　Geon Investment Co.,Ltd.

　　　　　　　監査役就任（現任）

(注) 　　－
平成23年

３月23日

 (注)　平成23年３月23日開催の定時株主総会から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株

　　　 主総会終結の時までです。

　

(2)　退任役員

役名 職名 氏名　 退任年月日

取締役 　 元　遵喜 平成23年４月８日

取締役 　 馬　ヨンミン 平成23年４月８日

監査役 　 許　容碩 平成23年４月８日

監査役 　 沈　金玉 平成23年４月８日

　

(3)　役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名　 異動年月日

専務取締役 －　 取締役 － 鄭　起泳 平成23年３月23日

取締役 － 取締役　
オンライン事

業本部長
萩原　和之 平成23年４月13日
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日から

平成23年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平

成22年６月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び当第２四半

期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査

法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,926,816 6,215,194

売掛金 977,359 1,034,616

貯蔵品 931 959

未収還付法人税等 － 232,876

その他 319,709 317,287

貸倒引当金 △49,895 △52,563

流動資産合計 3,174,921 7,748,370

固定資産

有形固定資産 ※
 380,653

※
 224,083

無形固定資産 1,234,656 1,166,579

投資その他の資産

長期貸付金 2,002,268 －

その他 1,189,525 1,024,674

投資その他の資産合計 3,191,793 1,024,674

固定資産合計 4,807,103 2,415,337

資産合計 7,982,025 10,163,707

負債の部

流動負債

買掛金 455,806 418,792

1年内返済予定の長期借入金 99,996 99,996

未払金 197,869 267,566

未払法人税等 127,147 －

賞与引当金 35,908 43,639

その他 238,459 228,941

流動負債合計 1,155,186 1,058,936

固定負債

長期借入金 233,344 291,675

資産除去債務 36,116 －

退職給付引当金 5,070 1,048

その他 39,093 47,159

固定負債合計 313,624 339,883

負債合計 1,468,811 1,398,820
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,625,120 2,625,023

資本剰余金 2,425,120 2,425,023

利益剰余金 3,647,166 3,511,325

自己株式 △2,849,895 △399,895

株主資本合計 5,847,512 8,161,476

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 9,224 11,826

為替換算調整勘定 △30,817 △62,326

評価・換算差額等合計 △21,592 △50,499

新株予約権 59,354 60,927

少数株主持分 627,940 592,982

純資産合計 6,513,214 8,764,887

負債純資産合計 7,982,025 10,163,707
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 3,089,885 3,114,249

売上原価 1,046,618 1,066,594

売上総利益 2,043,266 2,047,654

販売費及び一般管理費 ※1
 1,691,854

※1
 1,807,080

営業利益 351,411 240,573

営業外収益

受取利息 56,740 36,046

為替差益 － 16,937

その他 2,445 16,109

営業外収益合計 59,185 69,093

営業外費用

支払手数料 － 23,210

支払利息 3,033 2,958

為替差損 44,776 －

その他 1,280 2,164

営業外費用合計 49,090 28,334

経常利益 361,506 281,332

特別利益

貸倒引当金戻入益 2,935 2,800

その他 27 1,572

特別利益合計 2,962 4,373

特別損失

固定資産除却損 24,359 －

投資有価証券評価損 － 17,519

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,307

減損損失 252,000 ※2
 6,499

その他 8,303 －

特別損失合計 284,663 27,326

税金等調整前四半期純利益 79,805 258,379

法人税、住民税及び事業税 66,860 121,650

法人税等調整額 △16,605 △1,039

法人税等合計 50,254 120,610

少数株主損益調整前四半期純利益 29,550 137,768

少数株主利益 5,304 1,810

四半期純利益 24,246 135,958
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 1,483,222 1,701,921

売上原価 502,707 582,501

売上総利益 980,515 1,119,420

販売費及び一般管理費 ※1
 865,289

※1
 921,025

営業利益 115,225 198,395

営業外収益

受取利息 24,985 18,183

その他 1,466 13,743

営業外収益合計 26,452 31,927

営業外費用

支払手数料 － 23,084

支払利息 1,546 1,469

為替差損 67,904 5,114

その他 86 2,164

営業外費用合計 69,536 31,833

経常利益 72,141 198,489

特別利益

貸倒引当金戻入益 744 －

新株予約権戻入益 － 717

特別利益合計 744 717

特別損失

固定資産除却損 24,359 －

減損損失 252,000 ※2
 6,499

その他 8,303 －

特別損失合計 284,663 6,499

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△211,777 192,708

法人税、住民税及び事業税 28,483 99,093

法人税等調整額 △107,878 △29,761

法人税等合計 △79,395 69,331

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△132,382 123,376

少数株主利益 2,845 1,440

四半期純利益又は四半期純損失（△） △135,228 121,935
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 79,805 258,379

減価償却費 153,402 189,449

減損損失 252,000 6,499

のれん償却額 6,524 6,524

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,935 △2,683

長期前払費用償却額 19,369 39,388

その他の償却額 443 538

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,820 △7,731

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,737 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △475 3,921

投資有価証券評価損益（△は益） － 17,519

固定資産除却損 24,359 －

株式交付費 44 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,307

投資事業組合運用損益（△は益） 1,080 1,046

受取利息及び受取配当金 △56,740 △36,046

支払手数料 － 23,210

支払利息 3,033 2,958

為替差損益（△は益） 44,673 △16,173

売上債権の増減額（△は増加） 154,746 48,633

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,816 27

仕入債務の増減額（△は減少） 13,336 37,014

未払金の増減額（△は減少） △32,112 △64,964

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,298 36,349

その他の資産の増減額（△は増加） 111,024 20,010

その他の負債の増減額（△は減少） 3,498 △19,620

その他 4,397 9,460

小計 693,440 557,020

利息及び配当金の受取額 69,608 61,047

利息の支払額 △3,491 △2,998

法人税等の支払額 △623,298 △6,226

法人税等の還付額 76 233,335

営業活動によるキャッシュ・フロー 136,336 842,179
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △1,579,165 △1,082,840

定期預金の払戻による収入 1,351,211 3,311,213

有形固定資産の取得による支出 △50,988 △163,108

無形固定資産の取得による支出 △185,996 △228,223

投資有価証券の取得による支出 △180,693 △271,838

投資有価証券の売却による収入 － 90,683

貸付けによる支出 － △2,002,268

貸付金の回収による収入 29,166 －

長期前払費用の取得による支出 △209,905 △67,668

敷金及び保証金の差入による支出 △110,095 △17,578

敷金及び保証金の回収による収入 98,884 3,152

投資活動によるキャッシュ・フロー △837,583 △428,474

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △58,331 △58,331

株式の発行による収入 150 194

自己株式の取得による支出 － △2,473,000

リース債務の返済による支出 △5,004 △5,224

配当金の支払額 △192,203 △256

少数株主からの払込みによる収入 658,679 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 403,290 △2,536,617

現金及び現金同等物に係る換算差額 △170,896 62,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △468,853 △2,060,004

現金及び現金同等物の期首残高 5,689,003 3,427,381

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,220,150

※
 1,367,376
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【継続企業の前提に関する事項】

　　該当事項はありません。　

 

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

資産除去債務に関する会計基準の適用

　第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準

第18号　平成20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日)を適用しております。 

　これにより、営業利益、経常利益は1,987千円、税金等調整前四半期純利益は5,294

千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は35,561千円であります。

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、営業

外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半

期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は153千円であります。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりま

した「支払手数料」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前

第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「支払手数料」は153千

円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（四半期連結損益計算書）

　前第２四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、営業

外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第２四半

期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は83千円であります。

　

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　　該当事項はありません。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は、279,408千円であり

ます。

※　有形固定資産の減価償却累計額は、236,833千円であり

ます。

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与及び手当 447,630千円

賞与引当金繰入額 41,180千円

役員賞与引当金繰入額 9,062千円

支払手数料 433,729千円

給与及び手当 504,256千円

賞与引当金繰入額 35,908千円

支払手数料 414,955千円

　

※２  減損損失

　　　当四半期連結累計期間において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。　　

場所 用途 種類　 減損損失　

―

「EA SPORTS™ 

FIFA Online ２」

事業投資

長期前払費用 6,499千円　

　　　当社グループは、キャッシュフローを生み出す最少単

位として、ゲームタイトル毎にグルーピングを行って

おります。

　　　上記ゲームタイトルは営業損益が継続してマイナスと

なっているため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として計上致しま

した。なお、当資産グループの回収可能性価額は当該

資産の使用価値により測定しており、使用価値はゼロ

として算定しております。
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は　

　　　次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は　

　　　　　　　　　　次のとおりであります。

給与及び手当 224,121千円

賞与引当金繰入額 16,825千円

役員賞与引当金繰入額 2,974千円

支払手数料 210,496千円

給与及び手当 251,102千円

賞与引当金繰入額 17,613千円

支払手数料 203,197千円

　

※２　減損損失

　　　当四半期連結会計期間において、以下の資産グループ

について減損損失を計上しております。　　

場所 用途 種類　 減損損失　

―

「EA SPORTS™ 

FIFA Online ２」

事業投資

長期前払費用 6,499千円　

　　　当社グループは、キャッシュフローを生み出す最少単

位として、ゲームタイトル毎にグルーピングを行って

おります。

　　　上記ゲームタイトルは営業損益が継続してマイナスと

なっているため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失として計上致しま

した。なお、当資産グループの回収可能性価額は当該

資産の使用価値により測定しており、使用価値はゼロ

として算定しております。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年６月30日現在）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成23年６月30日現在）

現金及び預金勘定 6,799,316千円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△1,579,165千円

現金及び現金同等物 5,220,150千円

 

現金及び預金勘定 1,926,816千円

預入期間が３か月を超える定期

預金
△559,440千円

現金及び現金同等物 1,367,376千円
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（株主資本等関係）

当第２四半期連結会計期間末（平成23年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　

平成23年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　99,600株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　37,921株

 

３．新株予約権等に関する事項

　ストック・オプションとしての新株予約権

　　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　親会社　59,354千円

　　

４．配当に関する事項

　配当金支払額

    無配のため、記載すべき事項はありません。

　

５．株主資本の金額の著しい変動

当社は、平成23年３月８日開催の取締役会における自己株式の取得決議に基づき、平成23年５月２日付で自己

株式の取得を行いました。その結果、当第２四半期連結会計期間において自己株式が2,450,000千円増加し、当

第２四半期連結会計期間末において自己株式が2,849,895千円となっております。

　

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22年６月30日）

当社グループは、同一セグメントに属するオンラインゲーム事業を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため、該当事項はありません。　

　

【所在地別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。　

　

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自　平成22年１月１日　至　平成22年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。　

　

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年６月30日）及び当第２四半期連結会計期間（自

　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　当社グループは、同一セグメントに属するオンラインゲーム事業の単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。　

　

（追加情報）　

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　

平成20年３月21日）を適用しております。　
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（ストック・オプション等関係）

当第２四半期連結会計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

当第２四半期連結財務諸表への影響額は軽微であるため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成23年６月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 94,455.48円 １株当たり純資産額 83,902.89円

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等

前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 250.82円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
250.25円

１株当たり四半期純利益金額 1,598.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,594.40円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益（千円） 24,246 135,958

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 24,246 135,958

期中平均株式数（株） 96,669 85,070

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 220 203

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

　平成20年３月28日定時株主総会

決議第８回ストック・オプション

（新株予約権）普通株式227株

　平成20年３月28日定時株主総会

決議第９回ストック・オプション

（新株予約権）普通株式605株

　なお、概要は「第４提出会社の状

況　1.株式等の状況　(2)新株予約

権等の状況」に記載のとおりで

す。

　平成20年３月28日定時株主総会

決議第８回ストック・オプション

（新株予約権）普通株式205株

　平成20年３月28日定時株主総会

決議第９回ストック・オプション

（新株予約権）普通株式555株

　なお、概要は「第４提出会社の状

況　1.株式等の状況　(2)新株予約

権等の状況」に記載のとおりで

す。
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前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額 △1,398.85円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 1,656.80円

潜在株式調整後１株当たり四半期

純利益金額
1,652.44円

　（注）　１株当たり四半期純利益金額又は１株あたり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結会計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額
        

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千

円）
△135,228 121,935

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損

失（△）（千円）
△135,228 121,935

期中平均株式数（株） 96,671 73,597

　 　 　

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額         

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株）　 － 194

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要

－ 平成20年３月28日定時株主総会決

議第８回ストック・オプション

（新株予約権）普通株式205株

　平成20年３月28日定時株主総会

決議第９回ストック・オプション

（新株予約権）普通株式555株

　なお、概要は「第４提出会社の状

況　1.株式等の状況　(2)新株予約

権等の状況」に記載のとおりで

す。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

（リース取引関係）

　リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第２四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は、前連結会

計年度末に比べて著しい変動はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成22年８月２日

株式会社ゲームオン

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浅枝　芳隆　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 沼田　敦士　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゲームオン

の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22

年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゲームオン及び連結子会社の平成22年６月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成23年８月３日

株式会社ゲームオン

取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 浅枝　芳隆　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 沼田　敦士　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゲームオン

の平成23年１月１日から平成23年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平成23

年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゲームオン及び連結子会社の平成23年６月30日現在の財政状態、

同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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